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議 案 説 明 
 

自議案第１４９号 

  専決処分の報告及びその承認について 

至議案第１５０号 

いずれも、地方自治法第１７９条第１項の規定により専決処分した事件につい

て、同条第３項の規定により報告し、その承認を求めるものである。 

議案第１４９号は、令和７年度静岡市一般会計補正予算（第８号）で、年度末

に至り、アリーナ整備事業費ほか１件の債務負担行為を廃止する予算の補正につ

いて、緊急を要したため専決処分したものである。 

議案第１５０号は、静岡市税条例の一部改正で、地方税法等の一部改正に伴い、

軽自動車税の環境性能割の廃止等について、緊急を要したため専決処分したもの

である。 

 

議案第１５１号  静岡市東海道広重美術館条例の一部を改正する条例の一部改 

正について 

施設改修による休館に伴い、休館期間中の特別観覧料の減額又は免除について

市長が行うことができるよう改めるため、所要の改正をするもので、地方自治法

第９６条第１項第１号の規定により議会の議決を求めるものである。 

 

 

目     次 
 

議案番号 件           目 頁 

議案第 １４９ 号 
専決処分の報告及びその承認について（令和７年度静岡市一般会

計補正予算（第８号）） 
３ 

議案第 １５０ 号 
専決処分の報告及びその承認について（静岡市税条例の一部改正

について） 
６ 

議案第 １５１ 号 
静岡市東海道広重美術館条例の一部を改正する条例の一部改正

について 
９ 
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議案第１４９号 

 

   専決処分の報告及びその承認について 

 

 地方自治法第１７９条第１項の規定により、令和７年度静岡市一般会計補正予算（第８号）

について、別紙のとおり専決処分したから、同条第３項の規定により報告し、承認を求める。 

  令和８年４月２７日提出 

 

静岡市長  難 波 喬 司     
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専決第１号 

専 決 処 分 書 
 地方自治法第１７９条第１項の規定により、令和７年度静岡市一般会計補正予算（第８号）

について、次のとおり専決処分する。 
  令和８年３月３１日 
 

静岡市長  難 波 喬 司     
 

   令和７年度静岡市の一般会計の補正予算（第８号） 

令和７年度静岡市の一般会計の補正予算（第８号）は、次に定めるところによる。 

（債務負担行為の補正） 

第１条 債務負担行為の廃止は、「第１表 債務負担行為補正」による。 
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第１表　　債務負担行為補正

（廃　止）

事　　　　　　　項 期　　間 限　　度　　額

自 令 和 ８ 年度

至令和４１年度

東 静 岡 地 区 自 令 和 ８ 年度

ペ デ ス ト リ ア ン デ ッ キ

整 備 事 業 費 至令和１１年度

ア リ ー ナ 整 備 事 業 費

２,５１０,０００千円

３０，０００，０００千円に金利変動及び
物価変動による増減額（当該増減額に係る
消費税及び地方消費税を含む。）並びに消
費税及び地方消費税の税率の引上げによる
増額を加算した額。
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議案第１５０号 

 

   専決処分の報告及びその承認について 

 

 地方自治法第１７９条第１項の規定により、静岡市税条例の一部改正について、次のとおり

専決処分したから、同条第３項の規定により報告し、承認を求める。 

  令和８年４月２７日提出 

 

静岡市長  難 波 喬 司     
 

専決第２号 

専 決 処 分 書 

 地方自治法第１７９条第１項の規定により、静岡市税条例の一部を改正する条例を定めるこ

とについて、次のとおり専決処分する。 

  令和８年３月３１日 

 
静岡市長  難 波 喬 司     

 

   静岡市税条例の一部を改正する条例 

 静岡市税条例（平成15年静岡市条例第102号）の一部を次のように改正する。 

第９条中「の種別割」を削る。 

第10条中「、第87条の５第１項」を削り、同条第２号及び第３号中「第87条の５第１項の申

告書、」を削る。 

第86条第１項を次のように改める。 

  軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び２輪の小型自動車（以下

軽自動車税について「軽自動車等」という。）に対し、その所有者に課する。 

第86条第２項を削り、同条第３項中「種別割」を「軽自動車税」に、「第１項」を「前項」に、

「その使用者に」を「当該軽自動車等の使用者に軽自動車税を」に改め、同項ただし書中「こ

れを課さない」を「この限りでない」に改め、同項を同条第２項とする。 

第86条の２第１項を次のように改める。 

  軽自動車等の売買契約において売主が当該軽自動車等の所有権を留保している場合には、
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買主を軽自動車等の所有者とみなして、軽自動車税を課する。 

第86条の２第２項中「３輪以上の軽自動車の取得者又は」を削り、同条第３項及び第４項を

削る。 

 第87条の２から第87条の７までを削る。 

 第88条から第91条までの規定（見出しを含む。）中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

 第92条の見出し中「種別割」を「軽自動車税」に改め、同条第１項中「種別割」を「軽自動

車税」に、「第33号の４の２様式」を「第33号の４様式」に改め、同条第２項及び第３項中「第

33号の４の２様式」を「第33号の４様式」に改める。 

 第93条の見出し中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

 第94条（見出しを含む。）及び第95条（見出しを含む。）中「種別割」を「軽自動車税」に改

める。 

 第96条第２項中「第86条第３項ただし書」を「第86条第２項ただし書」に、「種別割」を「軽

自動車税」に改め、同条第６項中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

 附則第30条の２から附則第30条の６までを削る。 

 附則第30条の７の見出し中「の種別割」を削り、同条第１項中「法第444条第３項に規定する」

を「道路運送車両法第60条第１項後段の規定による」に、「から第４項まで」を「及び第３項」

に改め、「の種別割」を削り、同条第２項中「令和４年４月１日から令和８年３月31日まで」を

「令和７年４月１日から令和10年３月31日まで」に改め、「の種別割」を削り、同条第３項中「法

第446条第１項第３号」を「同項」に改め、「及び次項」を削り、「令和４年４月１日」を「令和

７年４月１日」に、「初回番号指定」を「初回車両番号指定」に、「当該初回車両番号指定を受

けた日の属する年度の翌年度分」を「令和８年度分」に改め、「の種別割」を削り、同条第４項

を削り、同条を附則第30条の２とする。 

 附則第31条の見出し中「の種別割」を削り、同条第１項中「の種別割」を削り、「から第４項

まで」を「又は第３項」に改め、同条第２項及び第３項中「の種別割」を削る。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（軽自動車税に関する経過措置） 

２ この条例による改正後の静岡市税条例の規定中軽自動車税に関する部分は、令和８年度以

後の年度分の軽自動車税について適用し、令和７年度以前の年度分の軽自動車税の種別割に

ついては、なお従前の例による。 
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３ この条例の施行日前の３輪以上の軽自動車の取得に対して課する軽自動車税の環境性能割 

については、なお従前の例による。 
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議案第１５１号 

 

静岡市東海道広重美術館条例の一部を改正する条例の一部改正について 

 

 静岡市東海道広重美術館条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例を次のように定め

る。 

  令和８年４月２７日提出 

 

静岡市長  難 波 喬 司     

 

静岡市東海道広重美術館条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例 

静岡市東海道広重美術館条例の一部を改正する条例（令和８年静岡市条例第24号）の一部を

次のように改正する。 

第１条中第10条の改正規定の次に次のように加える。 

第10条の次に次の１条を加える。 

 （特別観覧料の減額又は免除） 

第10条の２ 市長は、特別の理由があると認めるときは、別表第２の特別観覧料を減額し、

又は免除することができる。 

 第２条中第10条の改正規定の次に次のように加える。 

第10条の２を削る。 

   附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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